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皆さんといっ
しょに

魅力あるまち
へ！



3　　KAMIKAWA　３月号 KAMIKAWA　３月号　　2

新町長に櫻澤 晃氏　就任
　任期満了に伴う神川町長選挙が１月２５日 （火） 告示、 １

月３０日 （日） 投開票の日程で実施されました。

　選挙の結果、 櫻澤 晃氏 （65 歳） が当選し、 ２月５日付

で神川町長に就任しました。

　当日の有権者数は１１, ０２６人、 投票者数は 6,291 人

で投票率は 57.06％でした。 不在者 ・ 期日前投票者数は

2,214 人となりました。

　櫻澤町長は、 ２月７日 （月） 午前８時に初登庁し、 ３階

会議室で管理職職員に訓示を行い、 執務を開始しました。

選挙結果 候補者名 得票数 党派名

当 さくらざわ　あきら ２，３４２ 無所属

落 広川　まなぶ ２，０４４ 無所属

落 田村　としのり １，８３６ 無所属

神川町長選挙　開票結果

（敬称略、無効69票）

新町長プロフィール

【氏名】　櫻澤　晃（さくらざわ　あきら）

【生年月日】　昭和３１年５月１５日（６５歳）

【趣味】　野球・ソフトボール・ゴルフ等

【出身地】　神川町大字渡瀬

【住所】　神川町大字植竹（32年在住）

　

こ
の
度
、
２
月
４
日

の
任
期
満
了
に
伴
い

ま
し
て
、
神
川
町
長

の
職
を
退
任
い
た
し

ま
し
た
の
で
町
民
の

皆
様
に
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
３０
年
２
月
に
神
川
町
長
に
就
任
し
、
町

民
の
皆
様
か
ら
公
私
と
も
に
格
別
の
ご
支
援
ご

厚
情
を
賜
り
、
無
事
に
職
責
を
果
た
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
こ
と
に
対
し
、
心
か
ら
厚
く
お
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

顧
み
ま
す
と
、
少
子
高
齢
化
の
著
し
い
加
速

に
加
え
、
情
報
化
の
急
速
な
進
展
、
地
球
規

模
で
の
環
境
問
題
な
ど
、
社
会
情
勢
が
大
き
く

変
化
し
て
い
る
状
況
の
中
、
町
の
未
来
を
担
う

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
支
援
を
は
じ
め
、
安
心

安
全
な
暮
ら
し
を
守
る
た
め
の
防
災
体
制
や
生

活
基
盤
等
の
整
備
、
そ
し
て
健
康
長
寿
の
た
め

の
保
健
医
療
体
制
や
地
域
福
祉
の
充
実
、
地

域
産
業
の
振
興
な
ど
、
様
々
な
課
題
に
取
組
ま

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

厳
し
い
財
政
状
況
で
は
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、

効
率
的
な
行
政
運
営
に
傾
注
さ
せ
て
い
た
だ
き

な
が
ら
、
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
一
定
の
成

果
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
て
い
ま
す
。

　

特
に
任
期
後
半
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に

よ
っ
て
、
小
中
学
校
等
の
一
斉
休
校
や
外
出
の

自
粛
な
ど
に
加
え
、
町
内
イ
ベ
ン
ト
の
中
止
な

ど
町
民
の
皆
様
に
多
大
な
ご
不
便
と
ご
心
配
を

お
掛
け
す
る
事
態
と
な
る
中
、
ワ
ク
チ
ン
接
種

の
推
進
や
町
内
事
業
者
へ
の
独
自
支
援
な
ど
、

ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
実
施
で
き
た
こ
と
は
、

地
域
の
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
る
も
の
と
心
よ
り

感
謝
を
申
し
上
げ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
だ
ま
だ
、
先
の
見
え
な
い
状
況
は
今
な
お

続
い
て
お
り
ま
す
が
、
町
民
の
皆
様
が
一
日
も

早
く
日
常
生
活
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
、
そ

し
て
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
醸
成
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
願
う

と
と
も
に
、
今
後
は
町
民
の
一
人
と
し
て
微
力

で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
神
川
町
の
発
展
の
お
手
伝

い
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

結
び
に
、
神
川
町
の
今
後
の
さ
ら
な
る
発
展

と
町
民
の
皆
さ
ま
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心
か

ら
お
祈
り
い
た
し
ま
し
て
、
退
任
の
挨
拶
と
い

た
し
ま
す
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

退
任
の
挨
拶

前
神
川
町
長　

山
﨑　

正
弘

選挙結果 候補者名 得票数 党派名

当 新井　たいち ２，８６２ 無所属

当 福島　やすひろ １，９００ 無所属

落 くろさわ　京子 １，２２１ 無所属

「神川町議会議員補欠選挙」結果

神川町議会議員補欠選挙　開票結果 　欠員２名による神川町議会議員補欠選挙

の投開票も併せて行われました。

　選挙の結果、 新井　太一氏 （40 歳）、 福

島　康弘氏 （56 歳） の２名が当選しました。

　 投 票 者 数 は 6,283 人 で、 投 票 率 は

56.98％でした。

（敬称略）

新井　太一　氏 福島　康弘　氏

　

こ
の
た
び
、
町
長
選
挙
に
お
い
て
町
民
の
皆
様
の
信
任
を
得
、
神
川
町
長
と
し
て
重
責
を

担
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
責
任
の
重
大
さ
を
痛
感
し
、
ま
さ
に
身
の

引
き
締
ま
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
私
の
任
期
は
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
幕
開
け
と
な
り
ま
し
た
。
長
期
化
す
る
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
は
、
町
民
の
皆
様
の
不
安
を
増
大
さ
せ
、
地
域
経
済
を
疲
弊
さ
せ
て
き

ま
し
た
。
何
よ
り
も
皆
様
の
健
康
と
生
活
を
守
る
こ
と
を
最
優
先
と
し
、
職
員
と
一
丸
と

な
り
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
そ
の
対
策
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
選
挙
期
間
を
通
じ
て

「
皆
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
魅
力
あ
る
ま
ち
へ
！
」
と
い
う
言
葉

を
掲
げ
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
の
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
を
訴
え
て
き
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
課
題
は
、
全
国
的
な
も
の
で
す
が
、
町
と
し
て
何
を
す
べ
き
か
検
討
し
、

実
施
し
て
い
く
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
で
す
。

　

神
川
町
は
豊
か
な
歴
史
文
化
と
、
美
し
い
自
然
環
境
を
か
け
が
え
の
な
い
財
産
と
し
て
お

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
環
境
の
中
で
、
「
安
心
し
て
結
婚

・
出
産

・
子
育
て
が
で

き
る
ま
ち
づ
く
り
」
「
将
来
に
不
安
を
も
た
な
く
て
す
む
ま
ち
づ
く
り
」
「
健
康
で
こ
こ
ろ
豊

か
な
ま
ち
づ
く
り
」
「
隣
同
士
で
支
え
あ
え
る
地
域
づ
く
り
」
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
様
々

な
課
題
に
対
応
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
に
も
、
積
極
的
に
情
報
発
信
を
行
い
、
町
民
の
皆
様
と
の
対
話
を
通
じ
て
、
常

に
住
民
の
立
場
で
考
え
、
共
に
歩
む
こ
と
で

「
受
身
の
行
政
」
か
ら

「
働
き
か
け
の
行
政
」

へ
の
転
換
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
５
年
先
、
10
年
先
を
見
据
え
た
計
画
的
な
政
策
を
推
進
し
、
魅
力
あ
る
神
川

町
の
更
な
る
発
展
に
向
け
、
全
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
様
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
就
任
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

町
長
就
任
挨
拶

神
川
町
長　

櫻
澤　

晃



5　　KAMIKAWA　３月号 KAMIKAWA　３月号　　4

問合せ　保健センター　☎０４９５-７７-４０４１　FAX ０４９５-７７-０５５０

3月は、自殺対策強化月間です

　令和２年の日本の自殺者数は、 年間 21,081 人となり、 埼玉県でも 1,202 人の方が自殺で亡くなって

います。 （資料 ： 厚生労働省 「地域における自殺の基礎資料」）

　自殺の多くは、 「防ぐことのできる社会的な問題」 であり、 健康や家族の問題などさまざまな要因が重な

り起こる追い込まれた末の死です。 「死にたい」 気持ちと 「生きたい」 気持ちの間で激しく揺れ動き、 不眠

や体調不良などの 「サイン」 を発しています。

【こころのサイン】

□気分が沈み、やる気がなくなる

□不安や緊張が高まる

□急に涙が出てくる

□人付き合いが面倒になる

皆さんの周りに、普段と様子の違う方がいましたら、まずはお声かけをお願いします。

心配な場合は相談機関（保健センター・保健所）へご連絡ください。

※上記の他、本紙18ページの「こころの健康電話相談窓口」もご活用ください。

【からだのサイン】

□肩こりや頭痛、腹痛などの痛み

□寝つきが悪い、夜中や朝方目が覚める

□食欲がなくなる、または食べ過ぎる

□めまいや耳鳴り

こころとからだのサインに気づいて！

あなたがストレスを感じたときに出やすいサインは？

●メンタルヘルスに関する相談（こころの耳）

　こころの不調や不安 ・ 悩みを抱えて働く方や、 その手助けをするご

家族の方、 職場のメンタルヘルス対策に取り組む事業者の方などの

支援や、 役立つ情報の提供を目的に作られた、 厚生労

働省が運営するメンタルヘルス ・ ポータルサイト。 本コ

ンテンツ内の 「相談窓口案内」 において、 電話・メール・

SNS による相談対応を実施しています。

【ＳＮＳでも相談できます】

厚生労働省ホームページ

「ＳＮＳやチャットでの相談」

自分に合ったものをやってみましょう。

・好きな香りの入浴剤を入れたお風呂に入る。

・散歩やガーデニングなど自然と触れ合う。

・ペットなどの動物と過ごす。

・趣味に打ち込む　　　など

ストレスを感じたときの対応策例

♡ 健康メッセージ ♡
保健師・看護師・社会福祉士・管理栄養士からの

問合せ　地域包括支援センター　☎ 0495-74-1155　FAX0495-74-1156

コロナ禍でも「顔の見える人付き合い」をしていきましょう！

・現在、1人暮らしの高齢者が増加しており、今後も更に増加する見込みです。

・人との交流頻度が低いと、認知機能が低下しやすいと言われています。

●社会参加による介護・認知症予防

①サロン参加と要介護認定率

　 サロンに頻繁に参加していた人は、していない人

よりも要介護認定を受けるリスクが低くなります。

　定期的に地域で実施するサロンに参加すると、「①要介護度認定リスクが半減する」「②認知症の発症

リスクが３割減少する」というデータがあります。ぜひ積極的にご参加ください。

②サロン参加と認知症発症の関係

　 年に４回以上のサロン参加は認知症の発症リス

クを3割減少させます。

☆サロンに行くことによって、 

　 ●人と話すなどの交流ができる　

　 ●身支度を整える

　 ⇒これが健康の秘訣です！

●直接対面しなくてもできる「人付き合い」

　サロン等に直接参加できなくても、電話やインターネットを使って人との交流を図ることができます。

コロナ禍でもできる交流

①今まで話をしていた友人へ電話をする。

②手紙を書く。

③テレビ電話等で交流。

④SNSで交流。

オンラインで事業に参加する

★週いち元気アップ体操

　 (地域包括支援センター)

 　➡タブレット貸出しで

　　　自宅からでも参加

　　　できます。

タブレットも活用中！

（要
介
護
認
定
率
）

サロン等への参加をご希望の方は、お気軽に地域包括支援センター（☎0495-74-1155）までお問合せください。

（サ
ロ
ン
参
加
な
し
の
方
の
値
を
１
と

し
た
と
き
の
認
知
症
発
症
率
の
比
）

こころの耳

16％

14％

12％

10％

8％

6％

4％

2％

0％

参加あり 参加なし

半減

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

参加あり 参加なし

３割減

【サロン参加と要介護認定率】 【サロン参加と認知症発症の関係】
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一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の 
医療費の窓口負担割合が変わります

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

●10月１日から、 一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合３割)を除

　 き、医療費の窓口負担割合が２割になります。

●変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

●2022年度以降、団塊の世代が75歳以上と

　 なり始め、医療費の増大が見込まれています。

●後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除い

 　て約４割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)

　 となっており、今後も拡大していく見通しとな

 　っています。

●今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の

　 負担を抑え、国民皆保険を未来に繋いでいく 

 　ためのものです。

問合せ　保険健康課　保険担当　☎０４９５- ７７- ２１１3　FAX ０４９５- ７７-2117

見直しの背景

※住民税非課税世帯の方は原則１割負担となります。

窓口負担割合２割の対象となるかどうかは 主に以下の流れで判定します

※1　後期高齢者医療の被保険者とは…75歳以上の方(65～74歳で広域連合から一定の障害の認定を受けた方を含む)。

※2　「課税所得」とは…住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除

　 (基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)。

※3　「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※4　課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が３割の方。

※5　「その他の合計所得金額」とは…事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額。

窓口負担割合が２割となる方には、負担を抑える「配慮措置」があります

●2022年10月１日の施行後３年間(2025年９月30日まで)は、２割負担となる方について、１か月の外来

　 医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

●配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後

 　日払い戻します。

●２割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、9月頃に埼玉県後期高齢者医療広域

　 連合から申請書を郵送します。お手元に届いたら、申請書の内容に沿って、口座の登録をしてください。

※詳細は町ホームページをご覧ください。

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問合せ

今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、下記へお問合せください。

●厚生労働省コールセンター　☎0120-002-719　※月曜～土曜の午前9時～午後6時（日曜・祝日はお休み）

●世帯の窓口負担割合が２割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3を

　 もとに、世帯単位で判定します。

※令和４年度国予算案ベース
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問合せ　町民福祉課　子育て支援担当　☎０４９５- ７７- ２１１２　FAX ０４９５- ７７-2117

児童手当 ・ 児童扶養手当 ・ 特別児童扶養手当のご案内

◎児童手当

児童手当は、 家庭等における生活の安定と次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するための

制度です。

対象　15歳に到達した日以降最初の３月31日までの児童(中学校卒業まで)を育てている方

支給月　６月・10月・２月

※公務員の方は所属庁から児童手当が支給されます。そのため公務員になったとき、また公務員でなくなっ

たときは手続きが必要となります。

◎児童扶養手当

児童扶養手当は父母の離婚や死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭

( ひとり親家庭など ) や、父または母に政令で定める程度以上の障害のある家庭を支援するための制度です。

対象　下記に該当する、18歳に到達した日以降最初の３月31日までの児童を育てている方

※児童に政令で定める程度以上の障害がある場合は20歳まで対象となります。

①父母の離婚や死亡等により、父または母と生計を同じくしていない児童

②父または母に政令で定める程度以上の障害がある児童

 　支給月　3月・5月・7月・9月・11月・1月

 支給額　下表のとおり（令和４年４月～）　※所得額に応じて支給額が決まります。

◎特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、 精神または身体に一定の障害 ( 政令で定める程度以上 ) のある児童を育ててい

る家庭を支援するための制度です。

対象　精神または身体に政令で定める程度以上の障害がある20歳未満の児童を育てている方

支給月　４月・８月・11月

支給額　下表のとおり（令和４年４月～）

児童の年齢 月額

３歳未満（一律） １５，０００円

３歳以上小学校修了前（第１・２子） １０，０００円

３歳以上小学校修了前（第３子以降） １５，０００円

中学生（一律） １０，０００円

※所得制限限度額以上の場合（一律） ５，０００円

扶養親族等の数 所得制限限度額

０人 ６２２万円

１人 ６６０万円

２人 ６９８万円

３人 ７３６万円

４人 ７７４万円

５人 ８１２万円

児童数 全額支給 （月額） 一部支給 （月額）

１人の場合 ４３，０７０円 ４３，０６０円～１０，１６０円

２人目加算額 １０，１７０円 １０，１６０円～　５，０９０円

３人目以降加算額 ６，１００円（１人につき） 　６，０９０円～　３，０５０円

障害の状態 月額 （児童１人につき）

１級（重度障害児） ５２，４００円

２級（中度障害児） ３４，９００円

※申請者や配偶者、同居等生計

を同じくしている直系血族や

申請者の兄弟姉妹が所得限度

額を超えている場合には支給

されません。

※申請者や配偶者、同居等生計を同じくしている直系血族や申請者の兄

弟姉妹が所得限度額を超えている場合、対象の児童が障害による公的

年金を受け取ることができる場合、児童福祉施設等に入所している場

合には支給されません。

●支給額 ●※所得制限限度額

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合

問合せ　保険健康課　介護年金担当　☎０４９５-７７-２１１3　FAX０４９５-７７-２１１７

「国民年金保険料　学生納付特例」を引き続き希望される方へ

　学生納付特例制度により、令和３年度に保険料納付を猶予されている方

で、令和４年度も引き続き在学予定の方へ、日本年金機構よりハガキ形式の

学生納付特例申請書が送付されます。

　同一の学校に在学されている方は、この申請書ハガキに必要事項を記入し

て返送いただくことにより、令和４年度の申請ができます。(この場合、在学

証明書または学生証の写しの添付は不要です。)

 なお、令和４年度の学生納付特例を申請せずに保険料を納めたいときには、

お近くの年金事務所までご連絡ください。

〇問合せ

   熊谷年金事務所　048-522-5012

   保険健康課　　　　0495-77-2113

   地域総務課　　　　0274-52-3271

☆熊谷年金事務所　相談予約受付専用番号

年金事務所の相談窓口は非常に混雑しております

ので、 事前にご予約をお願いします。

予約受付専用番号　０５７０-０５-４８９０

かみかわの歴史・発見！　
第29回　祈りを込めて回す　幸

こうしゅんいん

春院の六
ろく

地
じ

蔵
ぞう

塔
とう

問合せ　生涯学習課　文化財担当　☎0274-52-2586　FAX0274-52-2586

　六地蔵塔とは、 主に戦国時代に盛んに造られた石塔のことで、 側面に 6 体の地蔵像が彫られているもの

を言います。 別名 「笠
かさ

塔
と う ば

婆」 とも呼ばれています。 神川町にも六地蔵塔があることをご存知でしょうか。

　大字関口にある幸春院は、 今から 700 年ほど前に武
む さ し

蔵七
しち

党
とう

の一つである丹
たん

党
とう

の安
あ

保
ぼ

直
ただ

実
ざね

によって創建

されたと伝えられています。 その境内に六地蔵塔があります。

　神川の自然や歴史 ・ 文化を知って郷土を愛せる人になって欲しいという願いを込めて作られた 「新神川

郷土かるた」 に 「ゆ　由緒ある 幸春院の 六地蔵」 と読まれている札があります。 この六地蔵塔には、 文
ぶん

亀
き

3(1503) 年の銘があり、 かつては中央の穴に車石がはめ込まれていて （絵札では塔中央の黒く描かれて

いるところ）、 念仏を唱えながら回すことによって願いが叶うといわれています。

　幸春院の六地蔵塔のように、 灯
とう

篭
ろう

型が多いですが、 それ

以外の形のものもあります。

　熊本 ・ 宮崎 ・ 鹿児島県など九州に分布が多く、 関東に

はあまり見られないことから昭和 9 （1934） 年 3 月 31

日に埼玉県指定史跡記念物に指定されています。

　六地蔵塔を見学しに、 幸春院を訪れてみてはいかがで

しょうか。



　廃棄物の野焼きは、 法律 ( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ) で原則禁止され

ています。 煙等によりご近所に迷惑を掛けるばかりではなく、 ダイオキシン等の有

害物質の発生や火災の原因にもなりますので、 違法な野焼きは絶対にやめましょう。

【自宅の庭で刈った草木などは、 どう処分するの？】

●可燃ごみとして処分する（認定ごみ袋の口をしっかり結んで出しましょう！）。

●小山川クリーンセンター（本庄市東五十子151-1）へ自己搬入する(有料、10kgにつき40円)。
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狂犬病予防注射を行います
問合せ　防災環境課　環境担当　☎０４９５-７７-２１２４　FAX０４９５-７７-３９１５

　犬を飼養している飼い主は、 狂犬病予防法により、 年１回狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせる義務があ

ります。 町では、 下記のとおり集合注射を実施しますので、 この機会に予防注射を受けましょう。

　令和４年度は、 接種会場の変更がありますので下記をご確認ください。

日時 ・ 場所　 ①４月１４日（木）午前１０時～１１時３０分　神川町消防団第二分団詰所（青柳小学校となり）

※昨年と接種会場が変更になっています。

②４月１４日（木）午後１時10分～2時３０分　渡瀬コミュニティ集会所

③４月１５日（金）午前１０時～１１時３０分　ステラ神泉

④４月１５日（金）午後１時10分～2時３０分　神川町役場

費用　注射費用として１頭あたり３，５００円（新規登録の場合は別途３，０００円）

※お釣りのないようにご用意をお願いします。

注意事項　感染症予防のため、マスクを着用していただくなどの感染症対策を行ったうえでご来場いただき

 ますようお願いします。また、間隔を取って並んでいただきますようご協力をお願いします。

※動物病院で狂犬病予防注射を受けた方は、注射済の証明書を発行してもらい、防災環境課（役場２階）また

は地域総務課（神泉総合支所）にて注射済票（交付手数料５５０円）の交付を受けて下さい。

ごみの野焼きは法律で原則禁止されています
問合せ　防災環境課　環境担当　☎０４９５-７７-２１２４　FAX０４９５-７７-３９１５

問合せ　町民福祉課　子育て支援担当　☎０４９５- ７７- ２１１２　FAX ０４９５- ７７-2117

 18 歳までのお子さん、 または妊娠中の方がいる家庭にご利用いただいている 「パパ ・

ママ応援ショップ優待カード」は、令和 4 年 3 月末日をもって有効期限が満了となります。

県公式スマホアプリ 「まいたま」 内 「パパ ・ ママ応援ショップサブアプリ」 をご利用の

対象世帯の方は、 自動的に新しいカードに切り替わりますので、 更新手続きは不要です。

　現在、 紙の優待カードをご利用の方についても、 便利なアプリ版カードを、 この機会に

ぜひご利用ください。

　引き続き紙の優待カードが必要な場合は、新しいカードは町民福祉課 （子育て支援担当）

の窓口で配布しています。

対象　18 歳に達して次の 3 月 31 日を迎えるまでのお子さん （県内在住、

 在園、 在学のいずれか） または妊娠中の方がいる世帯

　なお、 最新の県内協賛店舗の情報は、 埼玉県結婚 ・ 妊娠 ・ 出産 ・ 子育て

応援公式サイトで検索が可能です。 ぜひご活用ください。

パパ ・ ママ応援ショップ優待カードが新しくなります

アプリダウンロード

子育て応援公式サイト

問合せ　町民福祉課　子育て支援担当　☎０４９５- ７７- ２１１２　FAX ０４９５- ７７-2117

丹荘保育所内に病後児保育室を開設します

　町では、令和４年４月より、丹荘保育所内に病後児保育室を設置します。病後児保育事業とは、病気やけが

の回復期にあるお子さんを、保護者の勤務等の都合により家庭での保育や集団保育が困難なときに、一時的

に預かる事業です。

※事前登録を３月１０日より受け付けます。「登録申請書」等は町民福祉課に備え

付けてあります。また、町ホームページからダウンロードできます。

対象児童　次の①から③の条件をすべて満たす児童となります。

①町内に住所を有する、または町内の保育所等に在籍する１歳から小学校就学前までの児童

②病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要がないが、安静の確保に配慮する必要があるため、

集団での保育が困難な児童

③保護者が勤務、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他やむを得ない理由により家庭での保育が困難な児童

●対象となる疾患及び回復期の範囲

〇感冒、消化不良症（多症候性下痢）等の児童が日常罹患する疾病　⇒　急性期を経過した以降

〇麻しん、水痘、風しん等の「学校保健安全法」施行規則（昭和３３年文部省令第１８号）第１９条に規定する

 伝染性疾患　⇒　他の児童に感染するおそれがある感染期を経過した以降

　〇ぜん息等の慢性疾患　⇒　発作が治まった以降

　〇骨折、熱傷等の外傷性疾患　⇒　症状が安定した以降

　〇上記の他かかりつけの医師が病後児保育の利用が可能と判断した病気

実施場所　丹荘保育所（大字八日市２２２番地１）　☎０４９５-７７-４０４８

利用日時　月曜日から金曜日（土日祝日・年末年始を除く）　午前８時３０分から午後５時まで　

※利用できるのは連続して７日間まで（土日祝日を除く）

利用定員　１日３人（申込順）

利用料等　【利用料】児童１人当たり１日２，０００円・４時間以内１，０００円　【昼食代等】１日250円

①事前登録手続き

利用を希望する場合は、事前に「神川町病後児保育利用登録
4 4 4 4

申請書」の提出が必要です。申請書に必要事

項を記入のうえ、町民福祉課に提出してください。

②空き状況確認（仮予約）

丹荘保育所へ空き状況を確認し、仮予約をしてください。

③「神川町病後児保育診療情報提供書」の記入依頼

かかりつけ医を受診し、医師に「神川町病後児保育診療情報提供書」の記入をお願いしてください。

④本予約

「神川町病後児保育診療情報提供書」の発行を受けたら速やかに、丹荘保育所へ利用希望日前日の午後４

時までに電話で本予約をしてください。

⑤利用

 利用する当日に、「神川町病後児保育利用
4 4

申請書」及び「神川町病後児保育診療情報提供書」を病後児保育

 　室に提出し、利用してください。看護師や保育士が子どもの体調に合わせて看護や保育を行います。

⑥利用料の支払い

病後児保育が終了したら納付書を発行しますので利用料の支払いを行ってください。

町ホームページ→

利用の流れ
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神川町パートナーシップ宣誓制度を開始します
問合せ　総務課　庶務担当　☎０４９５-７７-２１1４　FAX０４９５-７７-３９１５

　町では、一人ひとりが互いに人権を尊重し、性別等に関係なく個性と能力が発揮され、多様な住民が集い安

心して暮らせるまちの実現のため、令和４年４月より「神川町パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

　パートナーシップ宣誓制度は、 互いを人生のパートナーとし、 日常生活において相互に協力し合うこと

を約束した、 双方又はいずれか一方が性的マイノリティである 2 人の関係を町長が確認し、 公に証明す

るものです。

　法律上の効果が生じるものではありませんが、 性的マイノリティの方々の不安や生きづらさなどが軽減

され、 差別や偏見なく、 ともにいきいきと暮らすことのできる豊かなまちになることが期待されます。

　双方又は一方が性的マイノリティであり、次のすべての項目に該当する方です。

○成年であること。

　〇住所については、次のいずれかに該当すること。（同居は要件としません。）

・双方が町内に住所を有している。

・一方が町内に住所を有し、他方が町内への転入を予定している。

・双方が町内へ転入を予定している。

　〇配偶者がいないこと。（事実婚も含む。）

　〇宣誓をしようとする相手以外にパートナーシップの関係にある者がいないこと。

　〇双方が民法に規定されている近親者でないこと。

　ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く。

　（直系血族、三親等内に傍系血族、直系姻族の関係にないこと。）

　パートナーシップ宣誓制度は、 法律上の効果 （婚姻や相続、 税の控除

など） が生じるものではありませんが、 宣誓をしたお２人のパートナー

シップ関係を尊重し、 ともにいきいきと暮らしていけることを、 町とし

て応援するものです。

　性的マイノリティのカップルの方々は、 住宅 ・ 事業所での福利厚生や

医療場面での同意など、 お２人の関係が対外的に証明できないため、

社会生活上での不利益や困難に直面しています。

　この制度の導入により、 性的マイノリティのカップルの方々が、 家族

として扱われ、 社会全体で各種サービスや制度の利用が普及していく

とともに、 性の多様性 （性指向 ・ 性自認） について理解を深め認め合

う社会となるよう、 ご協力お願いします。

　なお、 この制度を利用する方の性のあり方 （性指向 ・ 性自認） や、

本制度を利用していることについては、 本人の同意なく口外しないよ

うお願いします。

パートナーシップ宣誓制度とは

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方

町民・事業者のみなさまへのお願い

固定資産税の縦覧・閲覧制度をご利用ください

①土地、 家屋縦覧帳簿の縦覧

町内所在の課税対象となる土地または家屋について、 土地の納税者は土地縦覧帳簿に登録された価格

を、 家屋の納税者は家屋縦覧帳簿に登録された価格を自己所有のものだけでなく他の所有のものも含め

て縦覧できます。

②固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳のうち、 自己の資産について記載された部分を閲覧できます。

また、 土地を借りている方はその土地について、 家屋を借りている方はその家屋及びその敷地の土地に

ついて、 固定資産課税台帳の記載内容を閲覧できます。

③宅地の標準的な価格の閲覧

固定資産税に係る標準的な宅地の価格について、 標準宅地の位置及び単位地積当たりの価格をどなた

でも閲覧できます。

縦覧・閲覧期間　①4月1日から5月31日まで　②③4月1日以降いつでも可　※土日祝日、年末年始を除く。

時間　午前8時30分～午後5時15分　　場所　税務課・神泉総合支所地域総務課

手数料　①③…無料　②…1件150円（ただし、4月1日～5月31日の縦覧期間に限り無料、写しを希望する

　 場合は、1枚につき10円）

用意するもの　①・②を希望される方は本人確認書類（運転免許証、保険証など）

※代理人の場合は、委任状が必要です。借地・借家人で閲覧を希望される方は、賃貸借契約書などの提示

が必要となります。

バイクや軽自動車をお持ちのみなさんへ
問合せ　税務課　資産税担当　☎０４９５-７７-２１１6　FAX０４９５-７７-2117

　軽自動車、 バイク、 農耕作業車など、 廃車や譲渡したもののうち、 手続きが済んでいないものはありませ

んか。 軽自動車税は毎年４月１日 （賦課期日） 現在に所有している方に納めていただく税金 （年税） です。

年度途中で行った登録への月割の課税や廃車での月割の課税の還付はありません。

　登録、 廃車、 名義変更などの手続きがお済みでない方は、 早急に手続きをしてください。 また、 所有者

が死亡されている場合も名義変更や廃車の手続きをお願いします。

　不明な点は、 車種に応じて下記へお問合せください。

問合せ　税務課　資産税担当　☎０４９５-７７-２１１6　FAX０４９５-７７-2117

種　　類 取　扱　窓　口

原動機付自転車（125㏄以下）

小型特殊自動車（農耕車等）

神川町役場税務課 　 ☎0495-77-2116

FAX0495-77-2117

神泉総合支所地域総務課  ☎0274-52-3271
　　 FAX0274-52-2848

二輪の軽自動車（125㏄を超え250㏄以下）

または二輪の小型自動車（250㏄を超えるもの）

関東運輸局埼玉運輸支局　熊谷自動車検査登録事務所

熊谷市御陵威ヶ原字下林 701-4   ☎050-5540-2027

三輪 ・ 四輪の軽自動車
軽自動車検査協会　埼玉事務所熊谷支所

熊谷市新堀字北原 960-2           ☎050-3816-3112
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公民館 今月の第一展示室

「写真展」

団体名　写遊神川俱楽部

期間　3月31日（木）まで

   午前９時～午後５時

　 期間は前後する場合があります。

問合せ 中央公民館

☎０４９５-７７-３６７１

FAX０４９５-７７-５０６６

　「強い香りは欲しくないけど、 柔軟

剤や虫よけスプレーは使いたい」 と

いうときは、 アロマオイルで自分好

みの香りに作ることができます。 天

然成分で人にも環境にも優しく、 除

菌等の効果も期待できるのも嬉しい

ポイント。 一緒に作って試してみま

せんか。

日時　3月27日（日）

　 午後1時30分～3時30分

場所　多目的交流施設

講師　櫻澤　真琴　氏　（メディカルア

ロマコンサルタント　天城屋）

持ち物　よく洗った５００ｍｌのペット

　 ボトル１本（蓋つき）

参加費　5００円（スプレー代含む）

定員　先着10名

申込・問合せ　多目的交流施設

☎０274-52-2588

FAX０274-52-2587

【イベント等に関して】

　新型コロナウイルス感染症の

影響で、 様々なイベント等が中

止または延期となっています。

広報紙の発行後にその判断が

される場合もありますので、

ホームページ ・ 電話等で事前

に確認してからお出かけいた

だきますようお願いします。
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安心と癒しのアロマオイルで

柔軟剤と虫よけスプレー作り
令和4年度スポーツ安全保険

対象　スポーツ活動や文化活動など

　 を行う４名以上の団体

掛金　中学生以下800円～

 　高校生以上1,200円～

※活動内容により異なる

保険内容　傷害保険・賠償責任保険・

　 突然死葬祭費用保険

補償期間　令和4年４月１日（4月1日

 以降の加入の場合は加入手続き日

 　の翌日）～令和5年３月３１日

申込方法　令和4年度よりインターネ

 　ット加入が主になります。詳しくは

 「スポ安ねっと」をご覧ください。

資料設置　中央公民館、海洋センター

問合せ　公益財団法人スポーツ安全

 　協会埼玉県支部

☎０４８‐７７９‐９５８０

スポ安ねっと

　多目的交流施設における生涯学習

活動の成果として、 施設利用団体

の作品を展示します。 ぜひご覧くだ

さい。

展示団体　あさを俳句会、着物リメイ

ククラブ、神泉写真愛好会

日時　3月19日(土)～27日(日)

 　午前9時～午後5時

場所　多目的交流施設

その他　期間中どなたでもご自由に

　 見学できます。

問合せ　多目的交流施設

☎０274-52-2588

FAX０274-52-2587

多目的交流施設

生涯学習成果発表展示

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告

問合せ　経済観光課　商工観光担当　☎０４９５-７７-0703　FAX０４９５-７７-3915

くらしの１１０番　「暮らしのレスキューサービスのトラブル」

トイレの修理、害虫駆除など事業者に対処を依頼するレスキューサービスは、緊急を要する場合が多く、ネッ

ト等を見て慌てて修理を依頼してしまいがちです。 すぐに対応してくれるサービスは確かに便利ですが、 利

用には注意が必要です。

【消費者へのアドバイス】

　困った時には、お近くの消費生活センター（消費者ホットライン「188」）等にご相談くだ

さい。

①「〇〇円から」などインターネット上の広告等の安価な値段に安易に飛びつかないようにしましょう。

②水回りのトラブル、害虫等の駆除作業は一様ではないため、広告の表示や電話での説明のとおりの料金に

なるとは限りません。中には「今現金で払えば〇万円値引きする」など支払いを急かすケースもあります。

③契約を強要される、次々と高額な作業を提案されるなどの場合は特に注意が必要です。「今修理しな

ければ大変なことになる」など、不安をあおるケースもありますが、落ち着いて対応しましょう。

④緊急時に備えて、信頼のおける事業者の情報を書き留めておくと安心です。

⑤クーリング・オフができる場合もあります。勧誘や契約内容に納得できない場合は、作業後でもその場

で料金を支払わず、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

【事例１】

トイレが詰まってしまい、 ネットで検索し 「１０分６５０円から」 と記載がある修理

業者に電話したところ、 すぐに作業員が来た。 「修理をしてみないと費用はわか

らない」と言われたが作業を依頼した。 作業員は、「排水管が詰まっている」と言っ

て、 圧力ポンプやファイバースコープ、 薬剤を使ったりした。 作業終了後に１６万

円を請求され 「高過ぎないか」 と聞いたが 「他社なら２０万円かかる」 と言われ、

支払った。 やはり高額だと思うので返金してほしい。

【事例２】

　ゴキブリが出たのでネットで駆除業者を調べて連絡したら、 「費用は現場を見て見積もります」 と言われ、 自

宅に来てもらった。 「今後１年以内は無料で駆除する」 と口頭で言われ９万８０００円の契約をし、駆除してもらっ

た。 その後、 またゴキブリがでたので無料のつもりで駆除を依頼したところ、 別の作業員が来て 「前回の契約

に１年保証は付いていないので、 作業ごとに費用が発生する」 と言われた。 ２０万円の１年間無料保証付きコー

スを１０万円引きにすると勧められ、 さらに１０万円支払った。 クーリング ・ オフできるか。
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　国税局や税務署において、税のス

ペシャリストとして働く国税専門官

（国家公務員）を募集します。

受験資格　

①平成4年４月２日～平成13年４

月１日生まれの者

②平成13年４月２日以降生まれの

　者で次に掲げる者

　（１）大学（短期大学を除く。以下

　同じ。）を卒業した者及び令

　和5年３月までに大学を卒

　業する見込みの者

 （２）人事院が（１）に掲げる者と

　同等の資格があると認める者

申込方法　※原則インターネット申込　

○次のアドレスへアクセスし、説明

に従って入力

http://www.jinji-
shiken.go.jp/juken.
html

○受付期間

３月１８日（金）午前９時～４月4

日（月）※受信有効

試験日　

 第１次試験：６月5日(日)

 第２次試験：７月4日（月）～１5日

　（金）のいずれか第1次試験合格　

　通知書で指定する日時

問合せ

 　〇インターネット申込について

 人事院人材局試験課

☎03-3581-5311（内線2332）
※土日祝日を除く午前９時～午後５時

 〇上記以外について

 関東信越国税局人事第二課試験係

☎048-600-3111（内線2097）
※土日祝日を除く午前８時30分～午後５時

令和4年度

国税専門官採用試験

　町内に住所がある方であれば、 ど

なたでも相談できます。 法律上の問

題に対する手続きや今後の対応に

ついてのアドバイスが受けられます。

お気軽にご相談ください。

日時　４月１8日（月）

 午後１時３０分～４時

場所　総合福祉センター　いこいの郷

内容　相続、遺言、財産管理、債権整

 理、成年後見、離婚など

※１人３０分の個別相談、家族によ

る代理や付き添いも可能

対象　町内に住所がある方

費用　無料

定員　１０名（先着順・予約制）

申込　4月13日（水）までに電話で法

テラス熊谷へ事前予約をしてくだ

　さい（その際は「4月1８日の神川　

 町法律相談」とお伝えください)。

●法テラス熊谷

☎050-3383-5380

その他　個人情報は、相談の目的以外

 には使用しません。

問合せ　神川町社会福祉協議会

☎０４９５-７4-1188

FAX０４９５-７4-1156

法テラス熊谷の協力による

無料法律相談会

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。広告

バス停留所に関する交通安全

上の意見募集

　横断歩道や交差点付近等でのバス

停留所の安全性確保対策について、

地域住民の皆さまから意見を募集し

ています。

　バス停留所に関する意見提供につ

いては専用の用紙を役場建設課で

配布しています。 また、 町のホーム

ページにも掲載していますので、 ご

意見がありましたら

建設課までお願いし

ます。

※町内のバス停留所に限ります。 民

間 ・ 町営は問いません。

問合せ　建設課　都市計画管理担当

☎０４９５-７７-0702

FAX０４９５-７７-3915

神川町中小企業者等定額給付

金の申請期限が迫っています

　12 月号および 2 月号でお知らせ

した通り、 新型コロナウイルス感染

症の影響により、 経営が悪化してい

る中小企業者等の事業活動を支援

するため、 「神川町中小企業者等定

額給付金」 を実施しています。

　詳しくは町ホーム

ページをご覧くだ

さい。

申請期限　3月31日（木）

問合せ　 経済観光課 商工観光担当

☎０４９５-７７-0703

   FAX０４９５-７７-3915

自衛官募集

　一部期日等で変更等がある場合が

ありますので、 詳細はお問合せくだ

さい。 また、 試験会場は志願時に

別途連絡します。

募集種目　一般曹候補生

受付期間　３月１日（火)～５月１0日

 (火）

受験資格　18歳以上３３歳未満の者

１次試験　5月20日(金)～29日　

 　(日)より１日を指定

２次試験　6月17日(金)～7月3日

 （日)より１日を指定

入隊時期　令和5年３月、４月

問合せ　 自衛隊埼玉地方協力本部　

 熊谷地域事務所

☎048-522-4855

自衛隊埼玉地方協力本部

たばこは町内で買いましょう

　たばこ税は、 購入したお店のある

自治体の収入となります。 たばこを

購入される際は、 町内でのご購入

をお願いいたします。

●神川町たばこ税収入

約8,900万円（令和2年度）

※たばこの煙は、あなたの周りの方

の健康に悪影響を及ぼします。

喫煙の際は、周りの方の迷惑に

ならないように注意しましょう。

問合せ　税務課　町民税担当

☎０４９５-７７-2116

FAX０４９５-７７-2117

　人事院は、２０２２年度に次の国家

公務員採用試験を行います。

【総合職（院卒者、大卒程度）】

　受付期間　３月１８日（金)～４月４

 日(月）

　第１次試験日　４月２４日(日)　

【一般職（大卒程度）】

　受付期間　３月１８日（金)～４月４

 日(月）

　第１次試験日　６月１2日（日)

【一般職（高卒者、社会人〔係員級〕）】

　受付期間　６月２0日（月)～29日(水）

　第１次試験日　９月4日(日)

※申込はインターネットにより行っ

てください。

https://www.jinji.go.
jp/saiyo/saiyo.html

問合せ　 人事院関東事務局　

☎048-740-2006～8

国家公務員募集

住宅防火 いのちを守る 10のポイント－４つの習慣・６つの対策－

【4つの習慣】

①寝たばこは絶対にしない、させない。

②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

③コンロを使うときは火のそばを離れない。

④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

【６つの対策】

①火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装置の付いた機器を使用する。

②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する。

③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。

④火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。

⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

「令和４年春季全国火災予防運動」を実施します

防火標語(２０2１年度全国統一防火標語)　

 『おうち時間 家族で点検 火の始末』　

実施期間　３月１日(火)～７日(月)

消防職員による

住宅用火災警報器取付支援をスタート！

　３月から消防職員による住宅用火災警報器の

取付支援を開始しました。 取付支援の対象は、

６５歳以上のみの世帯で設置が困難なお宅で

す。 住宅用火災警報器は事前にホームセンター

等でご購入ください。購入後、設置に伺います。

　詳しくは、 児玉郡市広域消防本部予防課にお

問合せください。

問合せ　児玉郡市広域消防本部　予防課　☎０４９５-24-8392

全国消防イメージキャラクター

「消太」

シルバー人材センター会員募集

　60歳以上（令和3年４月現在）で就

業していただける方を随時募集して

います。ご興味のある方はお問合せ

ください。

業務内容　除草、枝切り等

問合せ　神川町シルバー人材センター

☎０４95-77-1769



町民のうごき町民のうごき
（外国籍の方 455 人含む）

町の面積　47.40 ㎢

◎町の人口   令和4年2月１日現在

（　） 内は前月との比較

男 ６,723人 （－2）

女 ６,443人 （－5）

計 13,166人 （－7）

世帯数 5,762世帯 （6）

交 通 情 報

令和4年１月１日〜2月15日

●神川町内

物件事故 　２２件、人身事故 　３件

●児玉警察署管内

　　物件事故 　８１件、人身事故 １０件

 名前 年齢　　　 行政区         

 名前 行政区

　広報かみかわをお読みいただきありがとうご

ざいます。 ついこの前、 年を越したと思ってい

ましたが、 あっという間に３月号です。 作成時

は２月なのでまだ寒いですが、 この広報紙が発

行される頃には、 春の足音が聞こえてくるのか

なあと、 期待しています。 （小峰）

こころの健康　電話相談窓口

相談場所 電話番号 曜　日 時　間

埼玉県こころの電話 048-723-1447
月～金

（祝日･年末年始を除く）
午前９時〜午後５時

精神科救急情報センター
048-723-8699

（ハローキューキュー）

①月～金

②土日祝日

①午後５時〜翌日午前８時30分

②午前８時30分〜翌日午前８時30分

埼玉いのちの電話
①048-645-4343

②0120-783-556

①毎日

②毎月10日

①24時間

②午前８時〜翌日午前８時

本庄保健所 0495-22-6481
月～金

（祝日･年末年始を除く）
午前８時30分〜午後５時

保健センター 0495-77-4041

DV相談ナビ ＃8008（はれれば） 電話を受けた相談機関の相談受付時間内

DV相談+（プラス） 0120-279-889 毎日 24時間

児童相談所虐待対応ダイヤル 189（いちはやく） 毎日 24時間

児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783 毎日 午前８時30分〜午後８時

お気軽にご利用ください

名　称 と　き と　こ　ろ

消 費

生 活

相 談

月･水･木･金曜日

午前９時30分〜正午

午後1時～３時30分

本庄市消費生活

センター

☎0495-25-1175

火･金曜日

午前９時30分〜正午

午後1時～３時30分

上里町消費生活

相談窓口

☎0495-35-1232

月〜金曜日

午前９時〜午後４時

埼玉県消費生活

支援センター熊谷

☎048-524-0999

消費者ホットライン：☎188(イヤヤ)の３桁でお近く

　の相談窓口につながります。

各 種 相 談
名　称 と　き と　こ　ろ

心配ごと相談

人 権 相 談

行 政 相 談

毎月第２水曜

午後１時30分〜４時

事前予約可

総合福祉センター

いこいの郷

社会福祉協議会

☎0495-74-1188

FAX0495-74-1156

物 忘 れ 相 談

（ 認 知 症 相 談 ）

毎週水曜

午前９時〜午後４時

総合福祉センター

いこいの郷

地域包括支援センター

☎0495-74-1155

FAX0495-74-1156

な っ ち ゃ ん カ フ ェ

（ 認 知 症 カ フ ェ）

毎月第１水曜

午前１０時３０分〜正午

各 委 員 会

上阿久原（植竹）

関 口

下阿久原

肥 土

渡瀬仲町

肥 土

小 浜

二 ノ 宮

渡瀬上町

渡瀬本町

上阿久原（下阿久原）

元 阿 保

新 里

新 宿

上阿久原

上阿久原（矢納）

図書室だより　　☆一般図書　★児童図書

　図書に関することはお気軽にお問合せください。

　図書の貸し出しは15日間です。

　神川町電子図書館にも毎月新刊が追加されています。

　ご利用方法はホームページをご確認ください。

※事情により、配架が遅れる場合があります。

【中央公民館】　☎0495-77-3671

☆同志少女よ、敵を撃て 　逢坂　冬馬／著

☆フェイクフィクション 　誉田　哲也／著

☆７日間で合格する小論文 　河守　晃芳／著

★かせいじんのおねがい 　いとう　ひろし／作

★どんなきもち？ 　たかい　よしかず／作

★キリンのなやみごと 　ジョリ・ジョン／作

【ふれあいセンター】　☎0495-77-1521

☆名前だけでもおぼえてください 　風　カオル／著

☆六つの村を越えて髭をなびかせる者 　西條　奈加／著

★図書室の怪談黄泉の本 　緑川　聖司／作

【多目的交流施設】　☎0274-50-4554

☆明日へつながる５つの物語 　あさの　あつこ／著

☆あかずの扉の鍵貸します 　谷　瑞恵／著

☆N 　道尾　秀介／著

☆赤と青とエスキース 　青山　美智子／著

★ぜったい絶命！恐竜ワールド 　小川　彗／作

★ぴよちゃんのありがとう 　いりやま　さとし／作

★ノラネコぐんだんラーメン屋さん 　工藤　ノリコ／作

★さわって学べる図形図鑑 　朝倉　仁／作

―　通　常　利　用　時　間　―――――――――――――　

中央公民館 火～日曜日、 祝日 午前９時～午後６時

月 ･ 祝日翌日　　  午前９時～午後５時

ふれあいセンター 火～土曜日、 日 ･ 祝日　 　午前９時～正午・午後１時〜午後５時

多目的交流施設 月～金曜日   正午～午後5時

土 ・ 祝日   午前９時～正午・午後1時～午後５時

●今月の配架予定図書（一部）

今月のオススメ本

★６さいからつかえるパソコン

たにぐち　まこと／著

　技術評論社／出版　中央公民館／所蔵

　パソコンの使い方を子どもに教えたいけど、どこから

教えればいいのか分からない。そんな時にパソコンの起

動から丁寧に説明してくれる本です。

キーボード入力やインターネットの使い方、動画編集や

プログラミングまで一冊で学ぶことができます。

　パソコンが苦手な大人も勉強になる本です。

編 集 後 記

名称 日時 場所

教育

委員会
３月2３日(水)

午後3時 神川町

役場農業

委員会
３月2５日(金)

午後１時30分

望月　彩
さ や か

禾ちゃん

（雄太・林　青青)　八日市

百田　陽
はるみち

道ちゃん

（智道・愛実)　渡瀬本町

岡芹　壮
そ う ま

真ちゃん

（拓哉・久子)　四軒在家

宮本　望
み お

央ちゃん

（雅哉・久美子)　熊野堂

19　　KAMIKAWA　３月号 KAMIKAWA　３月号　　18

子育て支援センター移転のお

知らせ

　新しい丹荘保育所園舎の完成に伴

い、 子育て支援センターが丹荘保育

所内へ移転いたします。

　子育て支援センターは、 未就学児

と保護者を対象に、 親子で遊びを

楽しんだり子どもや親同士の交流が

できる場所の提供と育児相談を行

う子育て支援施設です。 ぜひ、 ご

利用ください。

　新園舎での開所は、 令和４年４月

１日 （金） からとなります。

所在地　大字八日市222-1（丹荘保

 育所内）

開所日　月曜日～金曜日(祝日と年末

 年始は休所日です）

開所時間　午前９時～正午、午後１時　

 ～３時

電話番号　070-4424-6288

問合せ　町民福祉課　子育て支援担当

☎０４９５-７７-2112

FAX０４９５-７７-2117

LINEで神川町と友だちにな

ろう！

　神川町では、 LINE （神川町公式

アカウント） による情報発信を行っ

ています。

　町内外のイベントや観光、 災害情

報のほか、 新型コロナウイルスやワ

クチン接種に関する情報もお知らせ

しています。

　情報を受け取るには、神川町を 「友

だち」 に追加するだけ！

　利用は無料です。 ぜひ追加してく

ださい！

【友だちに追加するには】

右記2次元バーコード

またはID検索から追加

してください。

ID：@kamikawatown
問合せ　 総合政策課　企画調整担当

☎０４９５-７７-0701

   FAX０４９５-７７-3915

丹荘保育所建設工事が完了し

ました

　令和２年９月より始まった丹荘保

育所建設工事ですが、 令和４年２月

２８日に完了しました。 工事期間中、

近隣の皆様にはご迷惑をお掛けい

たしました。 皆様のご理解、 ご協力

により無事に完了することができま

した。

問合せ　町民福祉課　子育て支援担当

☎０４９５-７７-2112

FAX０４９５-７７-2117

県立熊谷高等技術専門校

4月入校生追加募集

対象・定員　機械科（デュアルシステ

ム） 概ね55歳未満の方　10名

選考日時　３月２３日(水)　午前９時～

場所　熊谷高等技術専門校

内容　筆記試験・作文・面接試験

願書受付　２月１７日（木）～３月１７

 日（木）

問合せ　熊谷高等技術専門校

☎048-532-6559

※このコーナーへは、ご希望を頂いて掲載して

おります。 詳細は下記へお問合せください。 

町民福祉課　戸籍担当  ☎0495-77-2112

櫻井　善美さん

田村　美紗子さん

柴嵜　幸子さん

奥原　弘之さん

南　智子さん

寺田　定夫さん

岡野　允明さん

森　光章さん

楠　智子さん

四方田　和男さん

石井　八千代さん

伊早坂　カツ子さん

小林　久江さん

櫻井　貞子さん

松井　若雄さん

浅見　清市さん

83歳

89歳

97歳

69歳

89歳

84歳

87歳

88歳

74歳

76歳

80歳

77歳

92歳

75歳

83歳

92歳



問合せ ： 子育て相談窓口　　☎ 0495-74-0205　FAX ０４９５- ７７-２１１７子 育 て

ことばのビル

項　 　目 対　 　象 日　 　時 内容 ・ その他

１ 歳 ６ か 月 児
健 康 診 査

令和２年9月〜11月生まれ
4月15日(金)

受付時間：対象者に通知

身体測定、内科診察、歯科診察、育児

相談、歯みがき相談など

２ 歳 児
歯 科 検 診

令和元年11月〜

令和２年1月生まれ
4月15日(金)

受付時間：対象者に通知

身体測定、歯科診察、育児相談、歯み

がき相談など

※該当児には、案内通知を郵送します。通知が届かない場合は、上記子育て相談窓口までお問合せください。

⼦育て相談窓口だより 問合せ　子育て相談窓口
☎ 0495-74-0205
FAX　０４９５-７７-２１１７

　「ことばを話す力」 は 「ことばのビル」 の最上階。 土台をしっかり作ることが、 ことばづくりへとつながっ

ていきます。 最上階のことばだけが発達するということはありません。 土台の 「からだづくり」 「こころ育て」

が大切になります。

項　 　目 日　 　時 場　所 内容 ・ その他

に こ に こ 相 談 日

～妊婦さんから

子育て相談～

水曜日に実施

（詳細は裏表紙「くらしのカレ

ンダー」をご覧ください）

午前９時３0分〜11時３0分

保健センター

妊娠中のことや、お子さんに関することをご相談

ください。お子さんの身長・体重の計測も行って

います。※電話等でお申込みください。

お や ぼ っ こ
3月10日(木)

午前１０時～１１時３０分
保健センター

生後7～10か月の赤ちゃんのこころとからだのヒ

ミツを知り、育児を楽しくする教室です。

（対象：令和3年5月～8月生まれ）

療 育 相 談
心 理 相 談

お子さんの健やかな成長を応援するため理学療法士 ・ 作業療法士 ・ 言語聴覚士による相談を行っ

ています。 「言葉が遅い」 「発音が不明瞭」 「なかなか歩かない」 など発育 ・ 発達面の心配ごとが

ある方は、 子育て相談窓口へご連絡ください。

k

◆在宅当番医療機関（午前中のみ）

月　　日 医 療 機 関 名 ☎ 0495

３ 月 6 日 ( 日 )
森 田 整 形 外 科
ク リ ニ ッ ク

2 3 - 1 6 1 0

３ 月 1 3 日 ( 日 ) よ し は ら 整 形 外 科 73-1575

３ 月 2 0 日 ( 日 ) 飯塚耳鼻咽喉科医院 34-2313

３月2１日(月・祝) 飯塚内科産婦人科 2 4 - 6 3 1 1

３ 月 2 7 日 ( 日 ) 五十嵐整形外科医院 24-2313

４ 月 ３ 日 ( 日 )
池 田 レ デ ィ ー
ス ク リ ニ ッ ク

22-2048

４ 月 1 ０ 日 ( 日 ) 彩 の 丘 ク リ ニ ッ ク 7 1 - 7 1 6 6

集まれ！　4月生まれキッズ
お誕生日を迎える町内在住で就学前のお子さんの写真を募集しています。

下記のあて先へメール又は郵送してください。　

〇 お子さんの写真(なるべくデータで）　　

〇お子さんの氏名・ふりがな・住所・生年月日・年齢

〇保護者の氏名・連絡先(電話番号)　

photo@town.kamikawa.saitama.jp　または〒367-0292　植竹909　役場総合政策課

締切　3月11日(金)[必着]　※応募多数の場合抽選、写真は返却不可

◆救急車を呼ぶほどではないけれど

救急車を呼ばなくても病院等へ行くことが出来る場合、 そんな

時の医療機関の情報をご案内します。

☎0495-24-1119（24時間対応）

児玉郡市広域消防本部 

◆全国共通救急電話相談ダイヤル(24時間365日対応)

急な病気やけがに関して、相談員(看護師)が医療機関を受診す

べきかどうかなどをアドバイスします。相談者の年齢は問いません。

☎＃7119

☎048-824-4199（IP電話などの場合)

※☎＃7000（大人の救急電話相談）と☎＃8000（小児救急

電話相談）も今までどおりご利用できます。

※当番医は変更になる場合がありますので、確認してからおでかけください。

◆休日急患診療所（内科系疾患）[本庄市児玉郡医師会]

本庄市保健センター(本庄市民文化会館となり)内で、内科系で

比較的症状が軽く、入院が必要ない方の診療を行います。

☎0495-23-3322
※診療以外に関するお問い合わせ・電話相談はご遠慮ください。

診療日　日曜日・休日・年末年始（12/30～1/3） 

　　 平日木曜日夜間

時間 　　午前９時～正午、午後１時～４時、午後７時～10時

※平日木曜日夜間は、午後８時～１０時

※健康保険証を持参してください。

※夜間の診療は午後９時４５分までに受付をしてください。

◆新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター

☎0570-783-770（土日祝日も含め24時間受付）

FAX048-830-4808（埼玉県保健医療政策課内）
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月生

３階は大切な「こころ育て」

○楽しい関わり、いっぱい笑おう！

ことばやこころは人との関わり合いの中で育ちます。

自分を分かってもらえる安心感、ほっとする時間等、

家庭は「こころ育て」に大切な場所となります。

1・2階は強い土台「からだづくり、生活づくり」

○からだを使って楽しく遊ぼう！

からだを使う遊びは丈夫なからだを作ります。

遊びの中で知恵を使い、 人と関わる力も育ちます。

○規則正しい生活で健康なからだを作ろう！

決まった時間に寝て、 起きる。 早寝早起き！

もりもり食べ、 のびのび遊び、 ぐっすり眠る。

➡➡

原
は ら

 理
り お

桜 ちゃん

　　1 歳  （下阿久原）
榊
さかきばら

原 舞
ま さ き

咲 ちゃん

　　2 歳  （肥土）
渋
し ぶ や

谷 光
こ う

 ちゃん

　　2 歳  （植竹）
渋
し ぶ や

谷 駿
しゅん

 ちゃん

　　4 歳  （植竹）
佐
さ と う

藤 愛
あ い り

莉 ちゃん

　　6 歳  （元原）

清
し み ず

水 奏
そ う ご

冴 ちゃん

　　6 歳  （新里）
清
し み ず

水 虹
こ う が

冴 ちゃん

　　2 歳  （新里）
須
す と う

藤 飛
と わ

羽 ちゃん

　　1 歳  （熊野堂）
白
し ら い し

石 桜
お う す け

奨 ちゃん

　　4 歳  （中新里）
北
き た じ ま

嶋 陽
は る

琉 ちゃん

　　5 歳  （小浜）

“ことば”

“こころ”

“からだ”

“生活”

➡➡

➡➡
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　広報かみかわ令和3年2月号で紹介したハクチョ

ウの群れが、今年も神川にやってきました。ハクチョ

ウたちは地域の方々に見守られながら、水浴び等を

楽しんでいました。

　日時や天候により多くの人が集まってしまう場合

もあるため、ハクチョウをご覧になる際は、感染対

策を行うとともに、周囲の方々に迷惑とならない行

動をお願いいたします。

今年 も は る ば る や っ て き ま し た
ハ ク チ ョ ウ の 群 れ （ 大 字 新 里 ）

町 の 宝 を 守 る 。 多 宝 塔 消 防 訓 練
第6８回文化財防火デー　金鑚神社多宝塔

　1月2６日(水)、二ノ宮の国指定重要文化財「金

鑚神社多宝塔」にて、消防訓練（2基の放水銃で

の放水訓練）が実施されました。

　この訓練は、昭和24年1月26日に起きた現存

する世界最古の木造建造物である法隆寺（奈良

県斑鳩町）の火災をきっかけとして全国的に展

開されることとなった「文化財防火デー」に合わ

せて実施しています。

こ ど も 農 園 参 加 者 募 集
 保健センターでは　「こども農園事業」 を行っています。 親子や同世代のふれあいの機会として、 ぜひ参加

をお待ちしています。

対象　町内在住の３歳から小学生までのお子さんとその保護者

活動日　月に１回程度（基本的に土日祝日の午前中）

参加費　無料

活動内容　保健センター近くの畑で、作物の植えつけから収穫までを

　体験します。参加回数のノルマはありません。

※新型コロナウイルスの感染拡大により、現在は不定期の

活動になっています。開催の際にはご連絡します。

参加方法　保健センターへ電話、または右記二次元バーコードを読み

取り、メールにてお申込みください。　

メール件名には「こども農園参加申し込み」、本文には保護者および

お子さんの氏名・住所・電話番号の入力をお願いします。

　開催日が決まり次第、ハガキにてご連絡いたします。
申込はこちら

◆白菜の収穫と玉ねぎの植付け◆

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2グループに分け、各グループ１時間ずつ活動しました。

こ ど も 農 園 だ よ り
問合せ　保健センター　☎０４９５-７7-4041　FAX０４９５-７７-0550

◆「白菜カレー」のレシピ紹介◆

〇材料（4人分）

 白菜　１/４株、にんじん　４０ｇ、玉ねぎ　１/２個、

　 豚ひき肉　２００ｇ、カレールー　４皿分

〇作り方

①白菜は1.5～2cm幅に切り、玉ねぎは薄切にする。

人参はいちょう切りにする。

②カレールーは細かく包丁でくだいておく。

③鍋にオリーブオイル（サラダ油でもよい）を入れ熱し、ひき肉を炒め、火が通ったら①を入れる。

④フタをして弱火で煮込み、野菜の水分が出るのを待つ。（時々混ぜる）

⑤水分が出てきたら②を入れよく混ぜ、煮込んだら出来上がり。

水を

使わない



くらしのカレンダー
日 月 火 水 木 金 土

3/1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 4/1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

取扱業務取扱業務

・ 戸籍、 住民票、・ 戸籍、 住民票、
印鑑証明書の交付印鑑証明書の交付

・ 印鑑登録と廃止・ 印鑑登録と廃止

戸籍窓口戸籍窓口

こ
の
広
報
紙
は
見
や
す
く
読
み
間
違
え
に
く
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
フ
ォ
ン
ト
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

CALENDAR
※ご注意ください

新型コロナウイルス感染症により、 各種イベ

ントの開催や公共施設の利用などに影響を

及ぼす場合があります。 最新の情報につき

ましては、 町ホームページをご覧ください。

メールで防災情報！
【登録方法】

二次元バーコードより

空メールを送信

スマホで広報紙！
いつでも！

ど こ で も！

誰とでも！

児玉郡市　ごみ分別アプリ

Android iOS

便利なごみ分別

アプリ配信中！

電話で火災案内！
☎0180-99-4989
火災情報を電話で確認できます。

ごみ収集日区分け表

A  植竹・関口・四軒在家・元阿保・八日市
　原新田・熊野堂・元原

B  新宿・池田・二ノ宮・新里・前組・中新里
　小浜・貫井・肥土・渡瀬（本町・仲町・上町）

C　下阿久原・上阿久原・矢納

燃えるごみ…可燃　　燃えないごみ…不燃　 資源ごみ…資源

戸籍窓口戸籍窓口
～午後 7 時　～午後 7 時

戸籍窓口戸籍窓口
～午後 7 時　～午後 7 時

戸籍窓口戸籍窓口
～午後 7 時　～午後 7 時

粗大ごみリクエスト

粗大ごみリクエスト

A
可燃

C
可燃

A
可燃

C
可燃

B
可燃

B
可燃

B
可燃

戸籍窓口戸籍窓口
午前 8 時半～正午　午前 8 時半～正午

（第２日曜）　（第２日曜）

B
可燃

C
不燃

A
資源

B
資源

C
可燃

A
可燃

B 可燃
不燃

C
資源

B
可燃

C
不燃

B
可燃

A 可燃
不燃

C
可燃

A
可燃

C
可燃

B
可燃

A
資源

B
資源

A
可燃

C
可燃

B
可燃

♥物忘れ相談
♥心配ごと・人権・行政相談
♪にこにこ相談日

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日
♪ママパパ学級

A
可燃

C
可燃

A
可燃

C
可燃

B 可燃
不燃

B 可燃
不燃

C
可燃

A
可燃

B
可燃

戸籍窓口戸籍窓口
午前 8 時半～正午　午前 8 時半～正午

（第２日曜）　（第２日曜）

B
可燃

C
可燃

A
可燃

♪おやぼっこ

✚1歳6か月児健診

✚2歳児歯科検診

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日
粗大ごみリクエスト締切

B
可燃

♥物忘れ相談

春分の日

公民館休館日

A
資源

B
資源

C
可燃

A
可燃

♥物忘れ相談
粗大ごみリクエスト締切

戸籍窓口戸籍窓口
～午後 7 時　～午後 7 時

戸籍窓口戸籍窓口
～午後 7 時　～午後 7 時

A 可燃
不燃

C
可燃

♥物忘れ相談
♥心配ごと・人権・行政相談
♪にこにこ相談日

A 可燃
不燃

C
可燃

戸籍窓口戸籍窓口
～午後 7 時　～午後 7 時

戸籍窓口戸籍窓口
～午後 7 時　～午後 7 時


